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2016 年会社法 

2016 年会社法（新会社法）は、2016 年 4 月に国会を通過しましたが、今年にな

って施行日が発表されました。 

 

施行日 

2017 年 1 月 13 日、マレーシア会社登記所 （Companies Commission of 

Malaysia : CCM）は 2017年 1月 31日より新会社法を順次施行すると公表しま

した。ただし、新会社法のどの部分が施行日より導入されるかはまだ定かではあ

りません。 

 

施行日は官報で施行の公報をする必要があり、新会社法のうち施行日より施行さ

れるものについては、官報に記載されることになります。  

 

新オンラインポータルサイト 

マレーシア会社登記所は、改良されたオンラインサイトを 2017年 1月 31日に導

入することも公表しました。これにより株式割当報告書、株主名簿や定款の変更

などに関してオンラインでの申請が可能になります。これは現在可能な会社名申

請や会社設立の手続きのポータルへの追加機能となります。これは歓迎される動

きで、マレーシアの法人にとってコンプライアンスの簡素化となります。 

新会社法の恩恵 

新会社法の導入に向け新会社法の新規要件に従ってギャップ分析を行うことは、

コーポレートガバナンス体制の改善に役立つと思われます。 

新会社法はマレーシアの現行の会社の法的な枠組みを世界基準に則して現代化す

るものです。また、改良オンラインポータルの導入や資本維持基準の修正などの

変更は、事業コストを削減し透明性を促進、マレーシアの内部規制やコーポレー

トガバナンス基準を強化することになります。 

新会社法の主な変更点 

1965 年会社法と新会社法の主な変更点は、以下の通りです。これについては

2014 年 5 月と 2016 年 4 月のアラートで説明いたしました。 

 制限のない法人の権利能力の導入 

 一人株主、一人取締役会社の導入 

 非公開会社の定時株主総会の開催義務の免除 

 非公開会社の書面による株主決議における全株主同意要件の廃止 

 額面株制度の廃止 
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 新しい財政支援 Whitewash 手続き 

 減資と自己株式取得の新手続き 

 役員報酬の取り締まり強化 

 不当に支払われた配当に関する、株主の新しいクローバック条項 

 年次報告書への事業報告セクション要件の導入 

 取締役の免責に対する制限の緩和  

 監査役の解任に関する規制の変更  

 Corporate Voluntary Arrangement や Judicial Management 等企業再生手

続きの導入 

 

2016 年 4 月のクライアントアラートは こちらからダウンロード出来ます。 

2014 年 5 月のクライアントアラートは こちらからダウンロード出来ます。 

 

なお、2017年 1月 26日に「国内取引・協同組合・消費者省」（Ministry of 

Domestic Trade, Co-operative and Consumerism：MDTCC）は、新会社法とそ

の施行日（2017 年 1 月 31 日）についてを官報に公表しました。これについて

は、ニュースレターを来週改めてお知らせいたします。 

 

www.wongpartners.com 

Wong & Partners 
Level 21 
The Gardens South Tower 
Mid Valley City 
Lingkaran Syed Putra 
59200 Kuala Lumpur 

©2017 Wong & Partners. All rights reserved. Wong & Partners is a member of Baker & McKenzie International, a Swiss Verein with member law firms around the world. In accordance 

with the common terminology used in professional service organizations, reference to a “partner” means a person who is a partner, or equivalent, in such a law firm. Similarly, reference 

to an “office” means an office of any such law firm. 

 
This may qualify as “Attorney Advertising” requiring notice in some jurisdictions. Prior results do not guarantee a similar outcome. 

http://f.datasrvr.com/fr1/517/59357/WP_Client_Alert_in_Japan_on_Companies_Bill_April_2016_(2).pdf
http://f.datasrvr.com/fr1/517/64642/Japanese_Client_Alert_-_Companies_Bill_2014_May.pdf

